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• 土砂災害ハザードマップ

• 洪水ハザードマップ

今年度、瑞浪市が作成し配布するハザードマップは以下の2種類があります。
ただし、洪水ハザードマップについては、浸水想定区域にかかる地区のみを
対象としています。

土砂災害ハザードマップとは、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区

域・土砂災害特別警戒区域を地図上に表示したもので、日ごろから土砂災

害のおそれのある場所や避難場所などを確認し、災害時の避難行動に役立

てていただくことを目的とします。

１．ハザードマップについて

洪水ハザードマップとは、水防法に基づく「想定し得る最大規模降雨

（1,000年に1回程度発生すると想定される大雨）による洪水浸水想定区域

図」を基に地図上に表示したもので、大雨によって万が一、河川が氾濫

した場合に、浸水するおそれのある場所を確認し、大雨時の避難行動に

役立てていただくことを目的とします。

目 的



土砂災害ハザードマップ

１．ハザードマップについて

地区番号と地区名

マップの色や記号が
示す意味を表示

各々の避難行動を
記入していただく欄

※後程詳しく説明あり

土砂災害の恐れのある危険区域を表示して、
避難行動を検討していただくマップです。



• 土砂災害警戒・特別警戒区域について

土砂災害ハザードマップでは下図のように土砂災害警戒区域（イエロー

ゾーン）、土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）、そして地すべり危険

箇所・防止区域を以下のように色分け表示しています。

１．ハザードマップについて

土砂災害ハザードマップ



洪水ハザードマップ

１．ハザードマップについて

地区番号と地区名

マップの色や記号
が示す意味を表示

各々の避難行動を記入
していただく欄

※後程詳しく説明あり

浸水・洪水の恐れのある想定区域を表示して、
避難行動を検討していただくマップです。



• 浸水想定区域について

洪水ハザードマップでは下図のように浸水する深さによって色分け

表示しています。

１．ハザードマップについて

洪水ハザードマップ
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手引きについて

表面 裏面

２．ハザードマップ利用の手引きについて

配布するハザードマップとともに、災害についての説明や行動指針、防災メモを載せ
た「ハザードマップの手引き」を同封しています。
こちらを利用していただくことで、災害についての知識を深め、防災減災意識を向上
していただくことができます。

①

②

③

④

⑤



手引きの記載内容について

２．ハザードマップ利用の手引きについて

１．土砂災害について
レッドゾーン、イエローゾーンについての説明と土砂災害の種類についての説明が記載さ
れています。



手引きの記載内容について

２．ハザードマップ利用の手引きについて

２．水害について

浸水想定区域と、家屋倒壊等氾濫想定区域についての説明が記載されています。



手引きの記載内容について

２．ハザードマップ利用の手引きについて

３．気象情報と避難行動について

台風や豪雨の際に、とるべき避難行動の内容やタイミングについての説明が記載されて
います。



２．ハザードマップ利用の手引きについて

手引きの記載内容について

４．私の行動計画と情報の入手

ハザードマップを活用して、「有事の際、自分たちがどのように避難し、身を守れるか」
を検討していただくためのワークの作業手順を示しています。



２．ハザードマップ利用の手引きについて

手引きの記載内容について

５．我が家の防災メモ
有事の際の連絡行動や、日ごろから備えておくべき物のチェックリストとして利用いただ
けます
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ワーク 避難経路の記入

次のスライドから、避難経路の記入方法について詳しく説明いたします。

注）『瑞浪市土砂災害・洪水ハザードマップの手引き』にも記載されています。

注）記入方法の説明では、市役所を自宅と仮定し、洪水時に福祉センターへ避難することを想定しています。

３．避難経路の記入方法

ハザードマップの目的は見るだけではなく、マップを基に自身の行
動を検討し、有事に備えていただくことです。そのため配布される
ハザードマップには、避難経路は記載していません。
市民の皆さんが自身の避難場所、避難経路を考え、記入していただ
くことで各々のハザードマップが完成します。



1.ハザードマップで、自宅の位置を確認し、「 」印等をつけます。

※今回は市役所を自宅と
仮定します。

３．避難経路の記入方法

ワーク 避難経路の記入



2.自宅が土砂災害や水害の危険があるかどうかそれぞれのハザードマッ

プで確認します。

３．避難経路の記入方法

ワーク 避難経路の記入



3.安全に避難できる場所を決めて「 」印等をつけ、「私の避難行動」

にも記入しましょう。

※福祉センターを
避難場所とします。

３．避難経路の記入方法

ワーク 避難経路の記入



4.避難場所が決まったら自宅から避難場所まで安全に避難できる経路を

検討し、ハザードマップに記入します。

３．避難経路の記入方法

ワーク 避難経路の記入



※避難場所を決める上で注意すること‼

• 避難する場所はハザードマップ上で着色がなく、水害や土砂災害の危険が

ない、もしくは危険が少ない箇所を選びます。

• 避難場所は、必ずしも瑞浪市が指定する場所である必要はありません。例

えば家族、親せきの家、地域の集会場など。ただし、瑞浪市が指定する避

難場所以外を選択した場合は、災害発生時に利用が可能な施設か、事前に

確認してください。

• また、瑞浪市が指定する避難場所でも、災害の種類によっては使用できな

い場所がありますので注意してください。

３．避難経路の記入方法

ワーク 避難経路の記入



5.避難する際に声がけが必要な方や、一緒に避難する必要がある方がい

る場所に「 」印等を記入しましょう。

※ここでは、避難経路に近い箇所で、
ハザードマップの「要配慮者利用施設」
の方と一緒に避難することにしました。

３．避難経路の記入方法

ワーク 避難経路の記入



6.避難を開始するタイミングを空が明るい昼間と空が暗くなる夕方

以降で決めて、それぞれ「私の避難行動」内に記入しましょう。

大雨特別警報が発令されたとき

台風が近づいており、
大雨注意報が発令されたとき

福祉センター（ハートピア）

３．避難経路の記入方法

ワーク 避難経路の記入
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• 各家庭での避難行動、避難経路の記入（家族防災会議）を推進

• ハザードマップを基にした地域での

ＤＩＧ（災害図上訓練）、災害避難カード作成講習の開催

• 要配慮者の把握と支援担当の検討

地域ごとで実施

４．地域で実施して頂きたい事

自助・共助を強化していくためにも、地域の自主防災会、防災士を中心に、
このハザードマップを活用し、以下のような取り組みを実施していただける
ことをお願いさせていただきます。

身近にひそむ災害のリスクを知り、

早めの避難手順を、「自分自身・地域」で考えましょう！
！〇
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WEBからの閲覧システムの紹介

５．ハザードマップ閲覧WEBシステムの紹介

作成したハザードマップをインターネットを利用してパソコンやスマートフォンから
閲覧できます。「マップを拡大縮小してはっきり見たい」「ほかの地域も見たい」
「立体的に地図を見たい」と思われる方へ向けて、シームレスに移動が可能なデジタ
ルマップをご用意しました。

地図と写真の切り替え、地図の拡大縮小、住所検索機能、３D表示などが操作可能

瑞浪市公式ホームページよりシステムの閲覧が可能となります。

瑞浪市ハザードマップ閲覧システム 🔍検索



お問い合わせ先

建設部 土木課

まちづくり推進部 生活安全課

〒509-6195 岐阜県瑞浪市上平町1-1

TEL：0572-68-2111

「瑞浪市土砂災害・洪水ハザードマップ」についてのご質問やご意見は、

下記のお問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。

瑞 浪 市
MIZUNAMI CITY


